
精華町コミュニティーホール指定管理者集計表

3.7点

審査項目 審査基準 審査欄
※3点以上で可

平均点欄
※各５点満点

A委員 B委員 C委員 D委員 E委員

①
施設の設置目的に即した基本方針であること。

可　・　否 3.6点 3点 4点 5点 3点 3点

②
運営業務及び管理業務を行っていく上での基本方針、
町民からの苦情への対応方針が優れていること。

可　・　否 3.4点 3点 3点 5点 3点 3点

③
収入確保、コスト削減などの経営方針が明確であるこ
と。

可　・　否 4.0点 5点 3点 5点 3点 4点

①
利用者数、利用率（稼働率）についての目標とその考
え方が優れていること。

可　・　否 3.8点 4点 3点 5点 3点 4点

②
目標を実現するための取組みが優れていること。

可　・　否 3.8点 3点 4点 5点 3点 4点

①
組織図の構成と考え方が設置目的に即していること。

可　・　否 3.6点 3点 4点 5点 3点 3点

②
開館時間と勤務シフトを考慮した人員配置が優れてい
ること。

可　・　否 3.2点 3点 3点 4点 3点 3点

③
組織の特徴と事業・業務を効率よく実施していくための
工夫が優れていること。

可　・　否 3.8点 3点 4点 5点 3点 4点

④
緊急時の対応体制、個人情報の保護体制、情報の公
開体制、法令順守体制が整備されていること。

可　・　否 4.0点 5点 4点 5点 3点 3点

（４）
その他

施設の効率的な運用と利用者に提供できるサービスと
して特記された内容が優れていること。

可　・　否 3.4点 3点 3点 5点 3点 3点

（３）
運営組織の構造

（１）
総合的な基本方針
について

（２）
コミュニティーホール
の集客力、利用率の
向上について

全体平均点


